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自給飼料対策 
草 地 改 良 

 岡山県では、さきに第二次畜産増殖計画をたて、

将来農業生産のうち（耕種生産 39％、特用作物生産

20％）畜産収入 41％に改善することを目標に畜産振

興を大いに図ることにしている。これら計画の円滑

に進めるためには畜産振興計画推進の基盤である自

給飼料を計画的増産して飼養規模の拡大、飼養施設

ならびに畜産生産物の流通機構の改善、機械導入に

よる労働生産性の向上等一連の具体的対策が強力に

進められなければならない。 

 なかでも草資源の増産はその基本となる最も重要

な問題であるが、以下岡山県の今年度から来年度へ

かけての経過と展望について述べてみたいと思う。 

 自給飼料増産対策として考えられることは米利用

地の草地開発、既耕地に対する飼料作物の栽培があ

るが、なかでも草地開発による飼料供給源の確保所

謂「草つくり」は、土地利用の高度化とあわせてこ

こ数年県の重要施策として取り上げられてきた。そ

して昭和 28年度以来すでに 2,214haの牧野改良を行

ない、さらに 36年度には 767.5ha を計画実施中であ

る。 

 

（１）集約牧野造成改良 

（改善を要する設計と管理） 

 最近急速な酪農の発展にともない、集約酪農地域

を対象に牧草を導入した近代的経済的な草地が随所

に造られるようになった。しかし草地の造成設計、

維持管理技術についてはなお幾多の問題が残されて

いる。今後これらの問題点を究明し草地の利用方式

の確立と相俟って、より生産性のたかい維持管理を

行なって、酪農経営が飼料基盤の上にたった安定し

た姿で発展できるように力を合わせて努力したいと

思う。 

 

（２）小規模草地造成改良 

 前年度同様本年度も１団地0.5～1ha以内の草地造

成を事業費６万円を限度に 30％を県単事業で助成し

ている。 

 よく生産性のことで小団地の維持管理が適切であ

ると聞くことがあるが、これは小規模酪農家を対象

に土地条件等が許さない場合のときのことであって、

将来経営規模、協業協同利用、機械化、牧道畜舎等

利用施設整備等々の問題を考えるならば、小規模の

ものより集約牧野の規模の大きい計画団地（10ha 以

上のもの）が好ましいわけである。ようはこれを管

理しこれを利用する人にあるので、良い指導者を得

ることが大切と考えられる。 

  

（３）改良牧野造成改良 

 これは和牛のための放牧利用施設整備事業であっ

て、障害物の除去、隔障物（牧柵）の設置ならびに

草生の改良と、一部牧草を導

入して草種の改良を行ない、

改良効果をより大きくするも

のである。 

 従来の放牧地は尐なくとも

40～50 年の歴史を有し、その

間広大な面積に依存して草種、

草生の改良がおろそかになり、

多くは雑木が繁茂して草生面

積を狭め、生産性を著しく低

下させ満足な利用期間を短く

しているのである。和牛は乳

牛より草の利用性は高いはず

であるから、とくにこうした

放牧利用施設の整備を急速に

図ってもらいたいものである。 
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（４）大規模草地改良事業 

 過去２年調査の上ようやく本年度に着工のはこび

となり、計画面積 931ha のうち草地改良 715ha を５

年計画で行なうことになっている。 

 本年度は三木原団地（100haのうち草地改良 77ha）

を県営で、蒜山中団地 30haを八束村が事業主体とな

り、草地造成、基盤整備、利用施設を行なうもので、

三木原団地については県営育成場を設置し、収牧頭

数 300 頭を予定し、蒜山三座の裾にひろがる広大な

原野も牧草化によって畜産施設に利用される日も近

い。 

 

（５）集約牧野利用施設および小団地開発事業 

 草地の利用効率を高めるため牧道施設を前年度に

引続き次のとおり行なった。 

 イ、集約牧野利用施設 

 （７ヵ所）4,361m 

 ロ、小団地開発事業 

 （３ヵ所）1,581m 

 

（６）牧野関係調査 

 牧野改良を実施するに当って適格な資料がなく、

35 年度には国の草地開発基本調査で、現在利用され

ている牧野面積と将来改良可能な牧野面積について

概査が行なわれたが、昭和 36年度は現地についてこ

れの精査を行なっている。さらに草地開発計画団地

850haについて利用方式調査（地域の経営規模、地形、

地質、牧道、畜舎、水利、牧柵、索道、灌漑、潅水

対策等を行なっている。 

 

（７）草地造成普及啓蒙 

 イ、知識普及…広報宣伝 講演会の開催 研修会

の開催 指導者事業主体 

 ロ、草の週間…９月４日～10日 草のしおり発行、

小学校に牧草園設置、ポスター配布 

 ハ、草地共励会の開催…優良草地表彰 

 ６ヵ所 

  賀陽町…黒山牧野 

  美星町…布頭牧野 

  大原町…畝山牧野 

  備中町…新庄牧野 

  湯原町…種牧野 

  一宮町…横屋牧野 

 ニ、草地造成の手引発行 

 

飼料作物 

 畜産経営の発展にともない、飼料作物の栽培は草

地造成とあいまって自給飼料生産の基盤をなしてい

るので、本県の自然条件に適した耕種基準を作り、

効率的に計画利用が出来るよう普及指導を行なって

きたが、具体的なものとしては、つぎのようである。 

 

（１）牧草及び飼料作物栽培採種調査ならびに特別

指導地の設置 

 酪農試験場において牧草及び飼

料作物の７品種青刈とうもろこし、

赤クローバーについて、成育調査

と瘠悪地、乾燥地に適応する牧草

の草種、草生の調査を農林省の指

導のもとに行なっている。さらに

酪農試験場蒜山分場、養鶏試験場、

和牛試験場、農業試験場、大佐分

場では地形、地質、気象条件によ

る牧草及び飼料作物の地域別（北

部、中部、南部）生育、利用年限、

生産量、飼料成分等について調査

を行なって各地帯に適した品種の

選定を行なって耕種基準策定の基

礎資料とし、なお試験研究機関の
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基礎的な研究調査を資料として、本年度は県中部（津

山地区）地帯の水田裏作、畑作、園地、開墾地に分

けて、飼料作物特別指導地を選定、高位生産性を目

標とした設計栽培と、従来の栽培慣行を比較検討し

ている。そしてこれによって栽培基準をたて経済的

な栽培技術の普及を行なうことにしている。なお昭

和 37年度は中部と北部を計画している。 

 

（２）畑作地帯飼料自給化普及 

 主要畑作地帯における農家の畜産経営の合理的な

経営を進めるため、自給飼料の加工、貯蔵、給与面

の普及啓蒙を図る。これはその地帯の営農条件に応

じた飼料自給度の向上に必要な技術研修会を開催し

て指導力の強化に努めるものである。 

 

（３）乾燥機および草地管理利用機械の設置 

 飼料自給の確保と経営の合理化を図るため、有畜

農家はもとより無畜農家においても牧草の生産とこ

れが商品化を考えるべきであろう。 

 そこで牧草や飼料作物の生産利用の効率化と労働

生産性をたかめるため、トラクター、モアー、サイ

ドレーキ、トレラー、乾草機の設置や、麦作転換に

伴う飼料自給協同化施設としての大型カッター、刈

取機、尿散布機、サイロ型枠、乾草機の設置を助成

するもので37年度にはさらにこの事業を拡大してゆ

く計画である。 

 

（４）種子対策 

 牧草および飼料作物の土地に適した優秀な種子の

確保と採種の慣行を養成するため、これを実施する

市町村に対して種子 100ha 分（イタリアンライグラ

ス）を配布している。 

 


